
 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度ベスト消費者サポーター章の受章について 

 

消費者庁では、消費者利益の擁護・増進のために各方面で活躍している個人・団体を

表彰する消費者支援功労者表彰等を実施しています。 

この度、本県から推薦した個人１名がベスト消費者サポーター章※を受章することが

決定しましたので、消費者庁長官による表彰状等の伝達式を下記のとおり行います。 

 

※消費者支援功労者表彰等には、極めて顕著な功績があったと認められる者に授与さ

れる「内閣総理大臣表彰」、特に顕著な功績があったと認められる者に授与される

「内閣府特命担当大臣表彰」、顕著な功績があったと認められる者に授与される

「ベスト消費者サポーター章」があります。 

 

記 

１．受章者の概要 

氏名 職業・役職 功績の概要 
 

中原
なかはら

 雅子
ま さ こ

 
 

元和歌山県くらしの研究会会長 

 

 

・和歌山県くらしの研究会の理事、副

会長、会長等を歴任し、同会の中心

人物として、消費者意識の向上や消

費生活の安全・安心の確保に尽力。 
 

・会長就任以降は、県の多くの審議会

等の委員を務めるとともに、業界団

体が主催する意見交換会等において

消費者代表として意見を述べること

で、消費者利益の確保に貢献。 
 

 

２．伝達式 
 

（１）日  時  令和７年５月 29 日（木）10：00 から 
 

（２）場  所  和歌山県消費生活センター 研修室 

        （和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８階） 
 

（３）伝達者  環境生活部生活局長 横畑
よこはた

 和幸
かずゆき

 

和歌山県 資料提供 

令和７年４月24日 

（連絡先） 

県民生活課     平井 電話：073-441-2345 

県消費生活センター 岡本 電話：073-402-0159 


